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資料 No.２    

 

第４５号議案  

 

博物館の登録に関する規則の改正について  

 

 別紙のとおり、博物館の登録に関する規則の一部を改正する。  

 

          令和５年３月６日提出  

              教  育  長  豊 北 欽 一   

 

      提 案 理 由  

 

 令和４年４月１５日に博物館法の一部を改正する法律が公布され、本

年４月１日から施行されることに伴い、博物館の登録に関する規則につ

いて所要の改正を行いたいので、この案を提出する。 
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「博物館の登録に関する規則」の改正について 

 

 

１ 改正の趣旨 

令和４年４月 15日に博物館法の一部を改正する法律（以下「法」という。）が公布され、本年４月１日

から施行されることに伴い、「博物館の登録に関する規則」の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容 

法改正に併せて必要となる登録制度等の所要の見直しおよび博物館指定施設（旧「博物館相当施設」）

の指定に係る申請について定め、規則の名称を「博物館の登録に関する規則」を「博物館の登録等に関す

る規則」に改める。 

（第２条、第３条３～５、第４条、第７条、第９条、第 10条、第 12条追加。その他様式の改正・新設） 

 

 ＜主な改正のポイント＞  

（１）規則制定の趣旨の改正（第１条） 

・博物館の登録（以下「登録」）、博物館指定施設の指定（以下「指定」）に係る必要事項を定める。 

（２）教育長専決事項として明記（第２条）※新設 

・登録及び指定その他について教育長に委任する事務とする。 

（３）様式の追加（第３条） 

・法第 13 条第１項第３～５号に基づき基準に適合していることを証する書類を明記（第２～５項） 

（４）登録の審査（第４条）※新設 

・法第 13条第１項に基づき学識経験を有する者の意見を聴くこと（第１項） 

（５）定期報告（第７条）※新設 

・法第 16条に基づく博物館の運営状況の報告について様式等を定める。 

（６）指定に係る申請書の書類等を規定（第９条、第 10条） 

・博物館法施行規則第 23 条第２項第１～３号に基づき添付する書類 （第１～４項） 

（７）公表（第 11条） 

・インターネットその他で公表する事項を明記 

（８）その他（第 12条） 

・博物館の登録及び博物館に相当する施設の指定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

３ スケジュール        ２月１０日   博物館施行令改正、施行規則改正の公布（官報） 

                ３月中旬～下旬 県報登載 

                ４月１日    施行 
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登録博物館・博物館相当施設・博物館類似施設主な相違点 

 

 登録博物館 博物館相当施設 博物館類似施設 

定義 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等

の資料を収集し、展示して教育的配慮

の下に一般の利用に供し、その教養、

調査研究、レクリエーション等に資する

必要な事業を行い、資料を調査研究

することを目的とする機関で、登録原簿

に登録されたもの    （法第２条①） 

博物館の事業に類する事業を行う施設

で、博物館に相当する施設として指定

されたもの     （法第 29 条） 

博物館と同種の事業を行う

施設（登録又は指定を受け

ていないもの）（根拠規定は

ないが、社会教育調査上、

上記のように規定） 

設置主体 ①地方公共団体（法第２条①） 

②一般・社団公益法人、宗教法人等 

制限なし 法律上の位置付けなし 

登録又は 

指定主体 

都道府県教育委員会、指定都市が登

録              （法第 10 条） 

①国又は独立行政法人が設置する施

設については文部科学大臣が指定 

②以外の施設については都道府県教

育委員会が指定    （法第 29 条） 

なし 

登録要件 【職員】館長、学芸員必置等 

（法第４条） 

【開館日数】150 日以上 

（法第 12 条４号） 

等 

【職員】学芸員に相当する職員 

の必置  （規則第 19 条３号） 

【開館日数】100 日以上 

（規則第 19 条５号） 

等 

制限なし 

館数 

 

国（独法） 

地公体 

民間 

914 館（15.9%）  

（内、福井 19 館） 

― 

606（内、15 館） 

308（内、４館） 

372 館（6.5%）  

（内、３館） 

30 

179（内、２館） 

163（内、１館） 

4,452 館（77.6%） 

（内、約 80 館） 

198 

3,542 

712 

 県博、県美、若歴、恐竜博、こ歴、福井

市郷土史博、福井市美、金津創作の

森、みくに龍翔館、吉崎御坊蓮如上人

記念館、若狭三方縄文博物館   等 

年縞博物館 

若狭町歴史文化館 

伊藤柏翠俳句記念館 

朝倉、陶芸館、文学館、教

育博物館、松島水族館、ブ

ラントピア、おおい町暦会

館、愛宕坂茶道美術館 等 

主なメリ

ット 

○固定資産税等の非課税措置等の税

制上の優遇適用（公益法人のみ） 

○特別交付税の申請可能（市町村の

み） 

○登録美術品制度に基づく美術品の

公開が可能 

○美術品補償制度の利用が可能 

○希少野生動物種の個体の譲渡し等

が可能                等 

【措置なし】 

 

【措置なし】 

 

○登録美術品制度に基づく美術品の

公開が可能 

○美術品補償制度の利用が可能 

○希少野生動物種の個体の譲渡し等

が可能                等 

※左記のメリットが美術館、動物

園、水族館等に多いため、上

記の６割が歴史博物館 （歴

史、郷土、民俗等） 

注：法…博物館法；規則…博物館法施行規則。対応の条文は、現行法による。 
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○博物館の登録に関する規則 

昭和二十七年六月十七日 

福井県教育委員会規則第三号 

改正 昭和三五年三月二九日教委規則第一一号 

平成一七年一二月二八日教委規則第一六号 

平成二〇年一一月二八日教委規則第三号 

令和三年三月三一日教委規則第二号 

博物館の登録に関する規則を次のように制定する。 

博物館の登録に関する規則 

（目的） 

第一条 この規則は、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。）

第十六条の規定に基き、博物館の登録（以下「登録」という。）に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。 

（登録申請書） 

第二条 法第十一条の規定による登録申請書は、別記様式第一号による。 

２ 法第十一条第二項の規定により登録申請書に添附する博物館資料の目録は、別記様式第

二号による。 

（登録原簿） 

第三条 法第十二条に規定する博物館登録原簿は、別記様式第三号による。 

（変更の届出） 

第四条 法第十三条第一項の規定による届出書は、別記様式第四号による。 

（廃止の届出） 

第五条 法第十五条の規定による届出書は、別記様式第五号による。 

（公示） 

第六条 教育委員会は、左の各号の一に掲げる場合には、福井県報に登載して公示するもの

とする。 

一 法第十二条の規定により登録をしたとき。 

二 法第十三条第二項の規定により変更登録をしたとき。 

三 法第十四条第一項の規定により登録を取り消したとき。 

四 法第十五条第二項の規定により登録をまつ
、、

消したとき。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三五年教委規則第一一号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一七年教委規則第一六号） 

この規則は、平成十八年三月三日から施行する。 

附 則（平成二〇年教委規則第三号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。 

（福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例

施行規則の廃止） 

２ 福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例

施行規則（平成十八年福井県教育委員会規則第三号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の福井県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信

の技術の利用に関する条例施行規則の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成十八年法律第五十号）第九十五条の規定によりなお従前の例によ

り特例民法法人の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。 

附 則（令和三年三月三一日教委規則第二号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和三年四月一日から施行する。 

（様式に関する経過措置） 

２ この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井

県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井

県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青

年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に

関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する

規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理

運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物

館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博

物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井

県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定め

る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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様式第一号 

（昭３５教委規則１１・全改、平１７教委規則１６・平２０教委規則３・令和３年

２号一部改正） 

様式第二号 

（昭３５教委規則１１・全改） 

様式第三号 

様式第四号 

（昭３５教委規則１１・全改、平１７教委規則１６・令和３年２号一部改正） 

様式第五号 

（昭３５教委規則１１・全改、平２０教委規則３・令和３年２号一部改正） 






















